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ESネクスト有限
責 任 監 査 法 人

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23 百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23

会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　ESネクスト有限責任監査法人

（注）当社の会計監査人でありました有限責任 あずさ監査法人は、2025年３月27日開催

の第14回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ

で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概

要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確

保するための体制

a. 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス規

程」を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動

を推進する。

b. 内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図るととも

に、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。

c. 監査役は、「監査役監査規程」に基づき、公正不偏な立場から取締役の

職務執行状況について適宜監査を実施する。また、監査役は、会社の業

務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れの有る事実を発見したと

きは、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に勧告し、状

況によりその行為の差し止めを請求できる。

d. 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理

の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合

しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促す。また、内部監査

担当者は、監査の結果を代表取締役に報告する。

e. 反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済

的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知し明文化

する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a. 取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を

文書又は電磁的記録に記録し、保存する。取締役及び監査役は、必要に

応じてこれらを閲覧できる。

b. データ化された機密情報については、「情報システム関連規程」及び

「個人情報保護基本規程」に基づき、適切なアクセス権限やアクセス管

理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に

努める。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、当社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適

宜見直す。また、コーポレートグループが主管部署となり、各事業部門と
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の情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努

める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役が統括責任者として、

全社的な対策を検討する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a. 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執

行の監督等を行う。毎月１回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ

的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催す

る。

b. 当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」、及び「業務分掌規程」

を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手

続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する

事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す

る事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役

と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。ま

た、監査役の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の部

門の責任者等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇について

は、取締役と監査役とが協議の上で決定するものとし、取締役からの独立

性を確保する。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制

a. 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が

発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合又は法令・定款に違

反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査役

に遅滞なく報告する。

b. 取締役及び監査役は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリ

スク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、

取締役・監査役間の意思疎通を図るものとする。

c. 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するた

め、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並

びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求める

ことができる。

d. 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業
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績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度によ

る通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・

交換が適切に行えるよう協力する。

e. 監査役は内部通報窓口であるコーポレートグループ及び顧問弁護士との

情報交換を必要に応じて行い、重大なコンプライアンス上の懸念がある

事象については、詳細な確認を行う。

⑦ 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　当社は、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を

したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役

及び使用人に周知徹底する。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をし

たときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場

合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑨ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a. 取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執

行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するととも

に、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連

携できる環境を構築する。

b. 監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査

人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システム

の整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期

的・継続的に評価するための体制を構築する。

⑪ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

a. 当社は、反社会的勢力に対して毅然とした対応を取ること、反社会的勢

力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力排除に関する規程」

に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。

b. 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問

弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備す

る。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

①　取締役会の職務執行

　当社の取締役会は、取締役５名（うち社外取締役２名）で構成され、重

要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を

行っております。当社は、原則月１回の定時取締役会を開催するほか、必

要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができるよ

う努めております。

②　監査役の監査

　当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監

査役１名及び非常勤監査役２名で構成されており、全員が社外監査役であ

ります。監査役会は、原則月１回の定時監査役会を開催するほか、必要に

応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査に

必要な情報の共有を図っております。なお、監査役は取締役会に出席し、

必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部

門へのヒアリング等により経営全般に対して幅広く監査を行っておりま

す。

　また、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、

連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

③　内部監査の実施

　内部監査担当者は監査結果及び改善事項の報告を代表取締役に対して行

い、各部門に改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行う体制を構

築しております。なお、コーポレートグループに対する内部監査につきま

しては、代表取締役の命を受けた内部監査担当者による相互監査を実施し

ております。

　また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的に情報交換や

意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指し

ております。

④　コンプライアンス及びリスク管理

　当社では、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会が中心と

なり、経営に悪影響を与える事項又はその恐れのある事項の情報収集を行

い、リスクの早期発見及び防止に努めております。また、必要に応じて、

弁護士等の専門家から指導・助言を受ける体制を構築しております。
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( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
資 本 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 308,657 1,081,529 1,081,529 △50,133 1,340,053 509 1,340,563

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 472,234 472,234 472,234 472,234

自 己 株 式 の
取 得

△118,243 △118,243 △118,243

自己新株予約
権 の 消 却

△467 △467

当期変動額合計 － 472,234 472,234 △118,243 353,990 △467 353,523

当 期 末 残 高 308,657 1,553,764 1,553,764 △168,377 1,694,044 42 1,694,086

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

　市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月

１日以降取得の建物及び構築物については定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　  ６年～18年

構築物　　　　　　　　　10年～20年

工具、器具及び備品　　　４年～10年

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

(3) 引当金の計上基準

　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び更生債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

（ネット売上）

①　広告売上

自社メディア「ジモティー」上の広告枠を提供し、広告収入を得る事業でありま

す。顧客との契約上、広告の配信又はクリック等の特定のアクションが行われたこと

で当社の履行義務が充足されるものについて、当該時点により収益を認識しておりま

す。また、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね２か月以内に受

領しており、契約に重要な金融要素及び重要な変動対価はありません。
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②　機能課金

自社メディア「ジモティー」において、ユーザー同士のマッチング向上を図るため

のオプション機能を顧客に対し提供するものであります。顧客が当該オプション機能

を利用、当社により当該オプション機能の履行義務が充足された時点で収益認識して

おります。

③　DB連携

自社メディア「ジモティー」を通じ、顧客である広告主との契約により、ユーザー

をデータベース上連携した契約先の外部サイトへ誘導し、当該ユーザーにより資料請

求や契約等の特定アクションが行われることで履行義務が充足されるものについて、

当該履行義務が充足された時点で収益認識しております。また、これらの履行義務に

対する対価は、履行義務充足後、概ね２か月以内に受領しており、契約に重要な金融

要素及び重要な変動対価はありません。

（ジモスポ関連売上）

①　リアル店舗型リユース事業

主に店舗で一般顧客へのリユース品の商品等の販売・譲渡を行うリユース事業であ

ります。顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が充足されるものと判断しており、

当該時点において収益を認識しております。

②　受託事業

自治体からの委託を受けてリユース関連業務を行う受託事業であります。契約に基

づくリユース関連業務の提供について、契約期間にわたって履行義務が充足されるも

のと判断しており、当該期間にわたり収益を認識しております。

③　FC事業

主にフランチャイズ契約に基づき、ブランドの使用許諾、経営指導を行うFC事業で

あります。加盟店に対する加盟料及び継続的なサポートやブランドの使用許諾に係る

ロイヤリティについて、サービスの提供期間にわたって履行義務が充足されるものと

判断しており、当該期間にわたり収益を認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年

10月28日）等を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更

による財務諸表に与える影響はありません。
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３．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は金額的

重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

４．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であっ

て、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおり

であります。

（繰延税金資産の回収可能性）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産　86,045千円

　(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第26号）に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減

算一時差異に対して、将来の税金負担額を軽減できる範囲内で計上しておりま

す。

　②　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の回収可能性の評価に際して、事業計画を基に、将来の課税所得

の発生時期及び金額を見積もっております。事業計画上の売上、費用等に以下の

ような仮定を用いております。

広告売上は、当事業年度以前の実績数値を基礎として、翌事業年度以降の広告

市況を加味した広告単価、将来のページビュー数、また、ジモティースポット事

業に係る売上は、当事業年度以前の実績数値及び社内の新規出店体制を基礎とし

た店舗当たり売上、ジモティースポット出店計画を加味して策定しております。

費用は、当事業年度以前の実績数値を基礎として、翌事業年度以降の施策等を加

味して策定しております。

　③　翌事業年度の計算書類に与える影響

主要な仮定である将来のページビュー数、広告単価は経済社会状況の変動によ

って影響を受ける可能性があり、また、店舗当たり売上及びジモティースポット

の出店計画の変更により、実際の課税所得の発生時期及び金額が見積りと異なっ

た場合には、翌事業年度以降の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な

影響を及ぼす可能性があります。
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５．会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

６．貸借対照表に関する注記

　　有形固定資産の減価償却累計額 48,271千円

７．損益計算書に関する注記

(1) 特別利益の内訳

新株予約権戻入益

第11回新株予約権の一部を無償取得し、消却いたしました。本利益は、当該消却に

伴い発生したものであります。

(2) 特別損失の内訳

固定資産売却損及び固定資産除却損

ジモティースポット横浜瀬谷店の撤退に伴い、当該店舗に係る資産の売却及び除却

を実施したことにより発生したものであります。

投資有価証券評価損

市場価格のない株式等について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し

く下落したことによるものであります。
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株 式 の 種 類
当 事 業 年 度

期首の株式数

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度

末 の 株 式 数

普 通 株 式 4,985,143株 4,985,143株 －株 9,970,826株

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度

期首の株式数

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度

末 の 株 式 数

普 通 株 式 32,900株 162,154株 －株 195,054株

８．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）当社は、2025年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ってお

り、それにより発行済株式総数が4,985,143株増加しております。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．当社は、2025年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ

ております。

２．自己株式の数の増加は、株式分割による増加32,900株、取締役会の決議に基づ

く自己株式の取得129,200株及び単元未満株式の買い取り請求54株による増加分

であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権 (権利行使期間の初日が到来していないもの

を除く。) の目的となる株式の種類及び数

普通株式 85,000株

（注）１．上記は第11回新株予約権に係るものであります。

２．当社は、2025年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ

ております。それにより、目的となる株式の数が42,500株増加しております。

３．当社は、2025年７月７日付で新株予約権4,672個を無償で取得し、同日付でそ

の全てを消却いたしました。
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９．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用につきましては、安全性の高い金融資産を余資運用し、投機的

な取引は行わない方針であります。運転資金及び設備投資資金に関しては、必要に

応じて銀行等金融機関からの借入により調達しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、非上場株式であり、発行体の信用リスクを伴っております。

敷金及び保証金は、主に本社オフィス及びジモティースポット賃貸借契約に係る

ものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、その全てが１年以内の支払期日でありま

す。

借入金は、財務基盤の安定化を目的としたものであり、金利変動リスクに晒され

ております。返済期限は最長で決算日後４年４ヶ月であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

a. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権、敷金及び保証金について、適宜取引先及び貸主の信用状況

の把握に努めております。投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況

等を把握し、保有状況を見直しております。

b. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

当社は、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新

し、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を

織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す

ることがあります。

⑤　信用リスクの集中

当事業年度の決算日現在における営業債権のうち23.7％が特定の大口顧客に対す

るものであります。
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貸借対照表計上額 時 価 差 額

敷 金 及 び 保 証 金 68,591 64,743 △3,848

資 産 計 68,591 64,743 △3,848

長 期 借 入 金 361,664 361,664 －

負 債 計 361,664 361,664 －

貸借対照表計上額

非 上 場 株 式 0

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 1,854,213 － － －

売 掛 金 173,409 － － －

敷金及び保証金 932 53,016 14,643 －

合 計 2,028,555 53,016 14,643 －

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

（(注）４．をご参照下さい）

(単位：千円)

(注）１．「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」については、現金であること、及び短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しております。

２．「買掛金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」については、短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお

ります。

３．長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

４．市場価格のない株式等

(単位：千円)

５．金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)
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１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

長 期 借 入 金 95,000 266,664 － －

合 計 95,000 266,664 － －

区分
時価（単位：千円）

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

敷 金 及 び 保 証 金 － 64,743 － 64,743

資 産 計 － 64,743 － 64,743

長 期 借 入 金 － 361,664 － 361,664

負 債 計 － 361,664 － 361,664

６．長期借入金の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成させる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時

価

時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(注）１．長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

２．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金

　これらの時価は、合理的に見積った返還予定時期に基づき、返還額を国債利回り等

適切な利率を基に割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。

長期借入金

　長期借入金の時価の算定は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利が反映

されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、

レベル２の時価に分類しております。
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(単位：千円)

繰延税金資産

　未払事業税 3,985

　投資有価証券評価損 10,064

　ソフトウェア 2,974

　減価償却超過額 936

　減損損失 1,341

　貸倒引当金 228

　資産除去債務 4,510

　税務上の繰越欠損金（注） 107,317

　その他 256

　繰延税金資産小計 131,616

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △25,714

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △17,306

　評価性引当額小計 △43,020

　繰延税金資産合計 88,595

繰延税金負債

　資産除去債務に対応する除去費用 △2,550

繰延税金負債合計 △2,550

繰延税金資産純額 86,045

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越

欠損金（※）
107,253 － － － － 64 107,317

評価性引当額 △25,650 － － － － △64 △25,714

繰延税金資産 81,603 － － － － － 81,603

10．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（単位：千円）

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

－ 15 －



法定実効税率 30.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

評価性引当額の増減 △13.7％

住民税均等割 0.5％

税額控除 △1.9％

法人税等還付税額 △2.2％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.7％

(1) １株当たり純資産額 173円29銭

(2) １株当たり当期純利益 47円71銭

当事業年度

（自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日）

ネット売上 1,464,105

ジモスポ関連売上 467,939

顧客との契約から生じる収益 1,932,044

その他の収益 －

外部顧客への売上高 1,932,044

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があると

きの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

11．関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

12．１株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりま

す。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり純資産

額」及び「1株当たり当期純利益」を算定しております。

13．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

14．収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、クラシファイドサイト運営事業の単一セグメントであり、主要な財又はサ

ービスの種類別に分解した収益は以下のとおりであります。

（単位：千円）

－ 16 －



当事業年度

契約負債（期首残高） 62,742

契約負債（期末残高） 104,231

用途 種類 場所 金額（千円）

営業用資産
建物

工具、器具及び備品
東京都町田市 4,255

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(4)収益及び費用の計上基準」に記

載のとおりであります。

(3)当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

（契約負債の残高等）

（単位：千円）

契約負債は、主にサービスの提供時に収益を認識する契約について、顧客から受け

取った前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当事業年度に認識された収

益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、62,742千円であります。

過去の期間に充足した履行義務から、当事業年度に認識した収益の額に重要性はあり

ません。

（残存履行義務に配分した取引価格）

当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がな

いため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から

生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

15．その他の注記

減損損失に関する注記

(1) 資産をグループ化した方法

原則として、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分に基づき、キャッ

シュ・フローを生み出す最小単位（店舗）を基本としてグループ化しております。

(2) 減損損失の計上に至った経緯

「ジモティースポット町田店」において、営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスとなっていることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（4,255千円）として特別損失に計上いたしました。

(3) 回収可能価額の算定方法

減損損失の測定における回収可能価額は使用価値によって測定しておりますが、将

来キャッシュ・フローに基づく使用価値が見込めないことから、回収可能価額を零

として評価しております。
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